
 

２ マ イ カ ー ロ ー ン 

 ２０２４年１月４日現在 

商 品 名 
④あばしりしんきんマイカーローン「走快気分」 

（しんきん保証基金の保証付） 

  

ご利用いただけ 

る方 

以下の条件を満たす方 

・当金庫の会員、もしくは会員となる資格のある満１８歳以上の個人の方。 

・安定継続した給与収入または営業所得のある方。なお、自営業者の方は現
在の業種での確定申告の実績がある方。 

・しんきん保証基金の保証を得られる方。 

・就職内定者（実行時３０歳未満の方に限ります）。 

ただし、同居の親を連帯保証人とすること等の条件を満たすことが必要と
なります。 

※詳しくは当金庫本支店の窓口でお問い合わせください。 

お 使 い み ち 

・申込人または申込人の家族(配偶者、親、子、孫)が使用する自家用自動車、

オートバイ(原動機付自転車を含む)、自転車(電動アシスト自転車、ロー

ドバイク、クロスバイク等)にかかる次の資金 

① 購入資金(購入にかかる税金･保険料等も可) 

② 車検･修理費用 

③ パーツ･オプションの購入･取付費用 

④ 自動車保険費用 

⑤ 運転免許取得費用 

⑥ 車庫設置費用 

⑦ 電気自動車用充電設備の購入・設置費用 

⑧ 申込人が①から⑦を使途として当金庫を含む金融機関、自動車メーカー

系を含む信販会社(消費者金融は除く)から借り入れたローンの借換え

資金および借換えに伴う繰上完済にかかる手数料 

・申込人または申込人の家族（配偶者・親・子・孫）が使用する除雪機の購

入及び修理・設備資金 

・電気自動車等（新車・中古車）を購入される場合、カーライフプランプラ

イムをご利用いただけます。 

※詳しくは当金庫本支店の窓口でお問い合わせください。 

ご 融 資 限 度 額 ・１，０００万円以内（１万円単位、単位未満切り上げ可） 

ご 利 用 期 間 
・３ヶ月以上１５年以内 

（ご融資日から１５年目の応答日の属する月の月末まで) 



ご 融 資 利 率 

固定金利型 

・ご融資期間３年以内 3.38％ 

（カーライフプランプライム 3.14％） 

・ご融資期間３年超～８年以内 3.88％ 

（カーライフプランプライム 3.64％） 

・ご融資期間８年超～１５年以内 4.28％ 

（カーライフプランプライム 4.04％） 

を基準融資利率とし、この基準融資利率から当金庫が定める優遇項目に応
じて金利を優遇いたします。 

※優遇項目１項目につき０．２～０．３％（優遇項目によって異なります。）
の金利を優遇し、最大５項目１．１%までとします。 

（1）エコカーの購入（新車） 

（2）安全運転支援システム等も含めた衝突回避装置付車両輌の購入（新車） 

（3）給与振込（年金振込含む）実績有（同時申込み可） 

（4）公共料金の自動振替３種目以上（同時申込み可） 

（5）定期預金 50万円以上、または定期積金残高 20万円以上 

（6）住宅ローン、または住宅金融支援機構を利用中 

（7）会員（同時申込み可） 

（8）車検積金契約後 6ヶ月以上 

（9）カードローン契約（同時申込み可、しんきん保証基金以外も可） 

（10）優良運転手（ゴールド）免許証の方 

（11）福祉車輌の購入（中古車可） 

（12）20歳未満の子供が 3人以上 

（13）「私は飲酒運転をいたしません！」宣言 

※詳しくは当金庫本支店の窓口でお問い合わせください。 

ご 返 済 方 法 

・毎月払の元金均等払い・元利均等払いのいずれかのご返済方法となります。 

・ボーナス時、増額弁済の併用も可能です。ただし、ボーナス返済分はご融
資額の５０％以内で年２回６か月毎の返済となります。 

・元金返済の据置期間は６か月の範囲内とします。 

保 証 人 ･ 担 保 
・しんきん保証基金が保証しますので、原則として保証人・担保は必要あり
ません。 

手数料・保証料 

・ご返済条件を変更されますと、融資条件変更手数料が必要となる場合があ

ります。 

・しんきん保証基金所定の保証料が必要となります。 

ご融資金額およびご融資期間、各プラン等により異なります｡ 

なお、保証料は融資利率に含まれております。 

※詳しくは当金庫本支店の窓口でお問い合わせください。 



苦情処理措置・ 

紛 争 解 決 措 置 

・苦情処理措置 

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク管理部(9 時～16

時 50 分、電話：0152-44-7116)にお申し出ください。また、北海道地区し

んきん相談所（9 時～17 時、電話：011-221-3273）、全国しんきん相談所

（9 時～17 時、電話：03-3517-5825）でも苦情等のお申し出を受け付けて

います。 

・紛争解決措置 

東京弁護士会 (電話： 03-3581-0031）、第一東京弁護士会 (電話：

03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249) 、札幌弁護士会

（電話：011-251-7730）の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能

ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク管

理部、北海道地区しんきん相談所、または全国しんきん相談所へお申し出

ください。なお、お客様から各弁護士会に直接お申し出いただくことも可

能です。 

そ の 他 

・ご融資金の購入先等への振込を条件とします。 

・審査（再審査含みます）の結果ご希望に添えない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。 

※ご返済額の試算等の詳しい内容については、当金庫本支店の窓口でお問い
合わせください。 

 


